
森林の伐採に必要な手続き

皆伐
または

天然林の択伐

人工林の
択伐 間伐 皆伐 択伐 間伐

期　　　日： あらかじめ 90～20日前 90～20日前 90日～30日前 90日～30日前 90日～30日前

受付窓口：県・林業事務所 県・林業事務所 県・林業事務所 市町村 市町村 市町村

種　　　類： 伐採許可申請
法34条

伐採届出
法34条の2

伐採届出
法34条の3

伐採届出
法第10条

伐採届出
法第10条

伐採届出
法第10条

交　　　付： 許可通知 受理通知 受理通知 適合通知書 適合通知書 適合通知書

受付窓口：

種　　　類：

交　　　付： バイオマス証明
<間伐材由来>

バイオマス証明
<間伐材由来>

バイオマス証明
<間伐材由来>

バイオマス証明
<一般>

バイオマス証明
<間伐材由来>

バイオマス証明
<間伐材由来>

皆伐： 対象となる区画にある森林の樹木を全て伐採すること。
択伐： 対象となる区画から伐期に達した木など一定の基準で樹木を選び、数十年おきに抜き切りして林内での更新を図ること。
間伐： 樹木の生育を促すための伐採。

バイオマス証明の写しを持参して
発電事業者(木材買取業者)へ

森林経営認定書の写し
及び　15条伐採届　を持参

伐採を行う森林の所在する市町村の林務担当課

バイオマス証明依頼申請(仮)

バイオマス証明
<間伐材由来>

保　　安　　林

保安林の伐採にかかる
許可(受理)通知の写しを持参

伐採を行う森林の所在する市町村の林務担当課

バイオマス証明依頼申請(仮)

バイオマス証明の写しを持参して
発電事業者(木材買取業者)へ

バイオマス証明の写しを持参して
発電事業者(木材買取業者)へ

一
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び
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明

バイオマス証明
<間伐材由来>

森林経営計画 その他の普通林

適合通知書の写しを持参

伐採を行う森林の所在する市町村の林務担当課

バイオマス証明依頼申請(仮)

伐
　
　
採
　
　
届

皆伐または
択伐 間伐

施業後30日以内 施業後30日以内

森林経営計画の認定を受けた機関

事後の届出
法第15条

森林経営計画認定書
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